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ら
せ

加入することで有利となることばかりでなく
状況に応じて不利となることもあります。

まずはお尋ねください！
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後
期
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医
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限
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額
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・
標
準
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担
額
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
み
な
さ
ん
へ

　

今
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限

は
７
月
３1
日
ま
で
で
す
。

　

新
し
い
認
定
証
は
、
継
続
対
象
者
へ
７
月

中
に
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
認
定
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

認
定
証
を
更
新
し
ま
す

障害の程度

身体障害者手帳

○ 1級、 2級、 ３級
○ 4級の次のいずれか
　⑴音声機能、言語機能の著しい障害
　⑵両下肢のすべての指を欠くもの
　⑶ 1下肢を下腿の 2分の 1以上で欠くもの
　⑷ 1下肢の機能の著しい障害

精神障害者
保健福祉手帳 ○ 1級、 2級

療育手帳 ○Ａ（重度）

国民年金法等の
障害年金 ○ 1級、 2級

　

佐
賀
県
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
75
歳
未

満
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
人
は
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
者
】　

�

「
一
定
の
障
害
」
と
は
、
主
に
次
の

表
に
該
当
す
る
障
害
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
表
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま

る
人
が
対
象
で
す
。

【後期高齢者医療の特徴】
　�医療費の自己負担割合が 1割（現役並み所得者の場合 ３割）負担に変わ

ります。
�　�65歳～7０歳未満の人の場合、月の医療費が高額になった際の自己負担限
度額が変わります。

　�資格取得後、後期高齢者医療保険料が発生します。これまで加入してい
た健康保険の保険料と比較することをお勧めします。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
へ
加
入
で
き
ま
す

６５
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
を
お
持
ち
の
人
は

問い合わせ 市民生活課 保険年金係　 ☎75−2159

問い合わせ 市民生活課 保険年金係　 ☎75−2159

　多久市選挙管理委員会では、 9月16日㈯に任期満了を
迎える多久市長選挙を 9月 ３日㈰告示、 9月1０日㈰投開
票を予定しています。多久市長選挙の立候補届出の方法、
選挙運動などの説明会を開催します。
　立候補予定者または、その代理人は必ず出席してくだ
さい。

日時　 ７ 月１４日㈮　１０時～
場所　市役所 4階　大会議室（東）

多久市長選挙立候補
届出事務説明会を開催します

問い合わせ 多久市選挙管理委員会事務局　☎75−4829

９ 月 ３ 日告示／ ９月１０日投開票予定


